
富谷市公告第２００号 

指定管理者の候補者の募集を執行するので，富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成

２８年条例第４３号）第２条及び富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 

２８年規則第２４号）第２条により，次のとおり公告する。 

令和７年１２月１０日 

富谷市長 若 生 裕 俊 

 

１ 指定管理者の候補者の募集に付する事項 

⑴ 業  務  名  令和８～１０年度 富谷宿観光交流ステーション指定管理業務 

⑵ 履行場所 富谷宿観光交流ステーション 地内 

⑶ 概 要 施設の管理運営に関する業務 

  観光交流の拡大及び地域経済の活性化を目的とした事業の企画及び実施業務 

＜施設の開所時間及び休所日＞ 

・開所時間 ９：００～２１：００ 

・休所日 年末年始その他市長が必要と認める日 

⑷ 支払条件 部分払い可（年４回、３年間合計１２回）※その他の支払い方法については市と協議する 

２ 応募資格に関する事項 

⑴ 法人又は法人設立予定であること。 

⑵ 法人又はその代表者が次の者に該当する場合は応募することができない。 

① 法律行為を行う能力を有しない者。 

② 破産者で復権を受けていない者。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。） の 

規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者。 

④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して２年間を経過して

いない者。 

⑤ 国税及び地方税を滞納している者。 

   ⑥ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者。 

⑦ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者。 

⑧ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補

者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対することを目的とする者。 

⑨ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号及び富

谷市暴力団排除条例（平成２５年富谷市条例第１３号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）である者

又はその構成員を含む。（ 以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して５年を経過し

ない者の統制下にある者。 



３ 手続等 

⑴ 担当課 

区 分 担 当 課 電  話  番  号  住 所 

受付・業務担当課 産業観光課 022-358-0524 〒981－3392 

富谷市富谷坂松田３０番地 

⑵ 提出書類の取得方法 

提出書類の取得は，５の表に示すとおりとする。 

⑶ 設計図書等の閲覧等 

当該業務に係る仕様書及び関係書類（以下「設計図書等」という。）は，閲覧に供する。
設計図書等の閲覧期間及び場所は，５の表に示すとおりとする。 

⑷ 疑義事項について 

① 設計図書等について質問がある場合は，指定の質問書に記入の上，５の表に示す期間内に指定の 
場所に提出することができる。 

② 質問書に対する回答については，５の表に示すとおりとする。 

４ 応募資格の確認等 

⑴ 提出書類 

応募希望者は，次に掲げる書類を紙媒体により正本１部・副本６部及び電子データを提出し，審査を受

けなければならない。 

① 公の施設の指定管理者申請書 

② 法人概要書 

③ 事業計画書 

④ 収支計画書 

⑤ 役員名簿 

⑥ 役員名簿の提出等に係る同意書 

⑦ 欠格事項に該当しない旨の申立書 

⑧ 定款 

⑨ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※申請日前３箇月以内のもの 

⑩ 滞納がないことの証明書(直近のもの) 

⑪ 法人の令和７～８年度収支予算書及び事業計画書並びに令和６年度収支決算書及び事業報告書 

（任意様式） 

⑫ 法人概要説明書(パンフレット等) 

⑬ 法人の運営体制及び組織(組織体制図添付) 

⑵ 提出書類の提出方法，提出期限及び提出場所 

① 提出方法 

直接持参によること。 

②  提出期限及び場所    
５の表のとおりとする。 

⑶ 応募資格の有無については，５の表に示す期日に通知する。 

⑷ 応募資格者と認められなかった者は，その理由について書面で問い合わせをすることができる。 

⑸ ⑷の説明を求める場合は，その旨を記載した書面を富谷市役所へ提出するものとする。 



５ 日程等 

手 続 等 期 間 ・ 期 日 ・ 期 限 場 所 

設計図書等の閲覧及び

提出書類の取得 

期間 

令和７年１２月１０日（水）から 

令和８年１月 ６日（火）正午まで 

富谷市富谷坂松田３０番

地富谷市役所産業観光課

又は富谷市ホームページ 

質問の受付 

（FAX 又は電子メー

ルによる受付） 

期間 

令和７年１２月１０日（水）から 

令和７年１２月１７日（水）まで 

富谷市富谷坂松田３０番

地富谷市役所産業観光課 

（FAX）022‐358‐2359 

（メールアドレス） 

sangyoukankou@tomiya-city.miyagi.jp 

質問への回答 
期日 

令和７年１２月１９日（金） 

FAX 又は電子メールで回答 

回答の内容を富谷市ホームページ

に公表 

提出書類の提出期限

提出部数：正１部 

副６部 

 及び電子データ 

期限 

令和８年１月 ６日（火）正午まで 
富谷市富谷坂松田３０

富谷市役所産業観光課 

書類審査予定日 
期日 

令和８年１月 ８日（木） 
富谷市富谷坂松田３０

富谷市役所産業観光課 

書類審査結果通知 
期日 

令和８年１月 ８日（木） 
電子メールによる通知 

原本は同日郵送 

提案審査会予定日 
期日 

令和８年１月１４日（水） 
※プレゼン開始時間・会場の詳細

は，後日お知らせします。 

提案審査会結果通知 
期日 

令和８年１月１６日（金） 
ホームページ公表及び郵送による通

知 

（注） 上記の期間は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第２
条に規定する国民の祝日を除く日とする。 

６ 失格条件 

２に示す応募資格の条件を満たさなくなった者又は提出書類に虚偽の記載をした者。 

mailto:sangyoukankou@tomiya-city.miyagi.jp

